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（２）人口 

本市は、昭和45年（1970年）の道営北広島団地が造成されてから人口増加が進み、さらに各地区における

宅地開発も進んだことにより、平成 17 年（2005 年）の国勢調査では 6 万人を超えたものの、平成 22 年（2010

年）の国勢調査から人口減少に転じ、平成 27 年（2015 年）は、59,064 人となっています。今後も人口減少が

進行すると予測され、平成 52 年（2040 年）は、46,784 人と予測されています。 

高齢化率は、平成 27 年（2015 年）で 29.0%と北海道平均（29.1%）とほぼ同等で、今後特に 75 歳以上の後

期高齢者の人口が約 6,000 人から約 13,000 人に急増すると予測され、平成 52 年（2040 年）の高齢化率は

44.0%になると予測されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 人口推移と将来人口推移 
資料：総務省「国勢調査」（昭和 45 年～平成 27 年）、社人研「日本の地域別将来推計人口（平成 25 年 3 月推計）」（平成 32 年～平成 52 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 年代別人口と構成比の推計 
資料：社人研「日本の地域別将来推計人口（平成 25 年 3 月推計）」  
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（３）土地利用／市街地形成の変遷 

本市は、市街化区域の拡大に伴い、人口集中地区（DID 地区）が拡大しました。 

地区別にみると、北広島団地地区・東部地区は、北広島団地地区における人口減少の進行と、東部地区に

おける宅地開発の進行による DID 地区面積の拡大が進行したことにより、人口密度が平成 7 年（1995 年）から

人口密度が減少傾向にあります。 

大曲地区は、宅地開発により平成 2 年（1990 年）から DID 地区に指定され、DID 地区人口と面積が拡大傾

向にあり、人口密度が約 67 人/ha で推移しています。 

西の里地区は、平成 17 年（2005 年）から DID 地区に指定され、人口と面積が拡大傾向にあり、約 60 人/ha

となっています。 

各地区の将来人口の増減率を DID 地区人口に乗じることによって、将来の DID 地区人口を推計し、DID 地区

面積を平成 22 年（2010 年）から一定として将来の人口密度を推計しました。その結果、どの地区も人口密度

が減少すると推計され、特に、北広島団地・東部地区の DID 人口密度は減少割合が大きく、平成 47 年（2035

年）には市街地の目安とされている 40 人/ha を下回り、平成 52 年（2040 年）には 36 人/ha になると予測さて

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 人口集中地区（DID 地区）の人口・面積の変遷 

資料：総務省「国勢調査」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 人口集中地区（DID 地区）の人口密度の変遷と推計 
資料：総務省「国勢調査」、社人研「日本の地域別将来推計人口（平成 25 年 3 月推計）」 
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（４）公共交通 

市内の公共交通としては、鉄道とバスが運行しており、鉄道は札幌や新千歳空港と結ばれています。 

路線バスは、各地区を運行しており、地区により行き先が異なっています。特に、大曲地区や西の里地区に

おいては、札幌（厚別方面、清田・豊平方面）との強い交通ネットワークが形成されています。 

 

① 鉄道 

市内には「北広島駅」があり JR 千歳線が運行し、札幌、新千歳空港や苫小牧方面とつないでいます。 

北広島には札幌～新千歳空港間を結ぶ快速エアポートも停車し、札幌方面及び新千歳空港・苫小牧方

面合わせて 1 日 228 本の便数が発着しています。 

乗者数をみると、緩やかな減少傾向にあり、平成 27 年は 7,6０5 人/日となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 北広島駅乗車数の推移 
資料：国土交通省「国土数値情報」 

② バス 

路線バスの利用者数は全体的に減少傾向にあり、市外線・市内線別にみると、市外線は約 270 万人/年

で推移している一方で、市内線は平成 15 年の約 102 万人/年から平成 28 年には約 60 万人/年まで減少

しています。 

今後、北広島団地地区における生産年齢人口（15～64 歳）の減少により、より一層駅利用者数の減少が

予測されます。人口減少の中で利用者数の減少が続くと、路線や便数が減少することも想定されます。また、

今後は高齢者数が急増することが見込まれるため、地域のニーズを踏まえたバス路線の再編や、運行に柔

軟性のある新たな交通手段の確保の検討などが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 北広島団地地区の路線バスの市内輸送人員 

資料：北広島市資料  
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【課題１】 各地区の特性に応じた都市機能の適正配置 

将来にわたり、各地区の生活を維持し、高齢者や子育て世代が安心して北広島で生活するためには、医

療・福祉、商業、子育て関連等の都市機能を、地区の居住者層や交通ネットワークの状況など、地区の特

性に応じながら適切に配置することが必要です。 

北広島を構成する５地区は、人口推移や居住者の年代など、それぞれの人口特性は異なっていますが、今

後全ての地区で人口減少と高齢化の進行が予測されています。人口減少の進行により、商業施設等の都市

機能が流出することも想定され、市民の生活利便性の低下が懸念されます。また、東部地区、大曲地区、西

部地区においては、高齢者数が急増し、福祉施設が不足することも懸念されるため、地区の居住者層に応じた

都市機能の誘導が必要です。 

市民の日常生活では公共交通を利用する割合は低く、自家用車を中心とした移動となっています。高齢者

の運転による交通事故が大きな社会問題となっている現在、さらに高齢化が進むことが考慮すると、公共交通

を利用して都市機能を享受できるよう、商業施設等の生活に身近な都市機能を、各地区の公共交通の利便

性の高いエリアに配置・誘導することが必要です。 

特に、北広島団地地区は人口減少率と高齢化率が５地区の中で最も高いため、商業施設等の都市機能の

流出が懸念されますが、JR 北広島駅が鉄道とバスの交通結節点となっており、駅周辺には市の主要施設が

立地していることから、駅周辺において都市機能の集積を図り、生活利便性の充実を図ることが必要です。 

また、公共施設の現施設量を大規模改修や更新する費用が財政を圧迫することから、公共施設総量の縮

減を行うことが必要となっています。公共施設の縮減にあたっては、施設の集約化によって、維持管理費用の

効率化を図り、各地区や都市の拠点形成につなげていくことが必要です。 

 

 

 

表 人口特性を踏まえた都市機能の立地に関する課題 

 人口特性 
人口特性を踏まえた 

都市機能の立地に関する主な課題 

北広島団地 

地区 

5 地区の中で最も人口減少・高齢化が進行。 

人口（H22→H52）：5,499 人減少（-33.8%） 

・今後の人口減少の進行により、生活に身近な都市機

能（商業等）が流出する懸念が大きい 

東部地区 

高齢者が急増し、高齢化率が 2 倍以上。 

人口（H22→H52）：3,126 人減少（-19.6%） 

高齢者数（H22→H52）：2,229 人増加 

高齢化率：19.4%（H22）→41.5%（H52） 

・今後の人口減少の進行により、生活に身近な都市機

能（商業等）が流出する懸念が大きい 

・今後の高齢者の増加により、福祉施設が不足する懸

念がある。 

大曲地区 

高齢者が急増し、高齢化率が 2 倍以上。 

人口（H22→H52）：2,873 人減少（-16.9%） 

高齢者数（H22→H52）： 3,247 人増加 

高齢化率：16.5%（H22）→42.8%（H52） 

・今後の人口減少の進行により、生活に身近な都市機

能（商業等）が流出する懸念が大きい 

・今後の高齢者の増加により、福祉施設が不足する懸

念がある。 

西部地区 

人口減少率が一番小さいが、高齢化率が２倍 

人口（H22→H52）：640 人減少（-14.5%） 

高齢化率：18.5％(H22)→39.4%（H52） 

・今後の高齢者の増加により、福祉施設が不足する懸

念がある。 

西の里地区 
人口減少率、高齢化率が 2 番目に高い。 

人口（H22→H52）；1,430 人減少（-21.2%） 

・今後の人口減少の進行により、生活に身近な都市機

能（商業等）が流出する懸念が大きい 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図

図 医療施

図 商業施設

施設のカバー状

設のカバー状況

状況     

況        

凡例

行政区画

市街化区域

DID地区（H22）

病院

診療所

病院・診療所徒歩

工業地域

凡例

行政区画

市街化区域

DID地区（H22）

商業施設

ホームセンター・専門

ショッピングセンター・

食品スーパー

コンビニエンスストア

商業施設徒歩圏（

コンビニ徒歩圏（300

工業地域

11 

        

        

歩圏（500m）

門店

寄合百貨店

800m）

0m）

     図 

   図 子育

福祉施設のカ

育て支援施設

カバー状況 

設のカバー状況

凡例

行

市

D

福祉施設

地

小

看

認

通

通

福

工

凡例

況 

行政区画

市街化区域

DID地区（H22）

設

地域密着型通所介護（デイサービス

小規模多機能型居宅介護

看護小規模多機能型居宅介護

認知症対応型通所介護

通所リハビリテーション（デイケア）

通所介護（デイサービス）

福祉施設徒歩圏（500m）

工業地域

例

行政区画

市街化区域

DID地区（H22）

幼稚園

保育所・小規模保育事業所

認定こども園

子育て支援センター

学童クラブ

児童センター

子育て機能施設徒歩圏（800m）

工業地域

）

）



【課題

人口

の災害

要です

東部地

ます。 

東部地

島団地地

区域が指

特に東

ニティの弱

害リスクの

災害リス

要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２】 災害リ

口減少や高齢

害に備え、ハー

。 

地区の大半が

地区と大曲地

地区の市街地

指定されていま

東部地区や大

弱体化も想定

の高い市街地

クと市街地の

リスクに備え

齢化の進行によ

ード面・ソフト面

が洪水浸水想

地区の市街地

地内には土砂

ます。 

大曲地区は、今

定されることか

地からリスクの

の形成状況を

えた安心・安

より、地域コミ

面から防災・減

定区域に含ま

内には土砂災

災害危険箇所

今後高齢者が

から、災害リス

の低い市街地

を踏まえながら

図 千歳

12 

安全な市街地

ミュニティの弱

減災対策に取

まれ、市街地

災害危険箇所

所、西の里地

が急増すると

スクを低減す

地への住み替え

ら、ハード・ソフ

歳川洪水浸水

地形成 

弱体化も想定さ

取り組み、安心

地内は 2m～5

所および土砂

地区の市街地

と予測され、人

る防災施設の

えの促進、避

フトの両面か

想定区域 

されることから

心・安全な市街

5m の高さまで

砂災害特別警

地内には土砂災

人口減少が進

の整備などの

避難計画の作

ら防災・減災

ら、洪水や土

街地を形成す

で浸水すると予

警戒区域・警戒

災害特別警戒

進行する中で

のハード対策や

作成などのソフ

災対策による取

砂災害など

することが必

予測されてい

戒区域、北広

戒区域・警戒

は地域コミュ

や、災害の災

フト対策など、

取り組みが必

 

い

広

戒

ュ

災

必



【課題

生活

や公共

本市は

み、市街

模を維持

財政的負

を抑制し

築40

新が進ん

都市基盤

向上や持

替えや、居

特に、

一定程度

育て世代

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 過去５年間

３】 住み替

活利便性の向

交通の利便性

は札幌都市圏

街地の拡大が

持したまま人口

負担も大きくな

、現状の市街

年以上経過し

んだとしても、人

盤の維持管理

持続的な都市

居住の誘導を

北広島団地地

度集積し、交通

代等の居住誘

間（H23 年築～

替え・建物更

上、持続的な

性が高いエリ

圏のベッドタウン

進んできまし

口減少が進む

なると考えられ

街化区域内の

した建物が多

人口減少・高

理にかかる一人

市経営のために

を図り、メリハリ

地区において

通結節点とな

誘導を図ること

H27 年築）の建

更新の促進に

な都市経営に

アに居住を誘

ンとしての需要

した。一方で、

むと、市街地の

れます。そのた

の魅力を高める

多い地区では、

高齢化が進む

人あたりの財

には、都市機

リのある市街地

ては、築 40 年

なっている北広

とが必要です。

建物着工件数（住

凡例

行政区画

市街化区域

DID地区（H

住宅着工統計

住宅合計

15 - 

10 - 15

5 - 10

1 - 5

0

13 

によるコンパ

に向けて、市街

誘導し、メリハリ

要も大きく、昭

今後人口減

の低密度化が

ため、持続的な

ることが必要で

、徐々に建物

中では市街地

財政的負担の

機能が集積した

地を形成する

年以上経過し

広島駅周辺の

。 

 
住宅、棟数）   

域

H22）

計（住宅）

パクトな市街

街地の拡大を

リのある市街地

昭和 45 年（1

減少が進行す

が進み、都市基

な都市経営に

です。 

物が更新されつ

地の低密度化

増大等が懸念

たエリアや公共

ることが必要で

た建物の更新

のエリア周辺

        

街地形成 

を抑制し、都市

地を形成する

1970 年）から

ると予測され

基盤の維持管

に向けては、こ

つつありますが

化が進み、市民

念されます。

共交通の利便

です。 

新が始まりつつ

に、地区内の

 図 建築年

市機能が集積

ることが必要で

ら各地区で宅

れており、現在

管理にかかる

これ以上の市

が、分散しなが

民の生活利便

そのため、生

便性が高いエ

つありますが、

の高齢者の住

年の状況 

積したエリア

です。 

宅地開発が進

在の市街地規

一人あたりの

市街地の拡大

がら建物の更

便性の低下、

生活利便性の

リアへの住み

都市機能が

住み替えや子

凡例

行政区画

市街化区域

DID地区（H22）

2005 - 

1995 - 2004

1985 - 1994

1975 - 1984

 - 1974

不明

進

規

の

大

更

の

み

が

子



【課題

市民

齢化に対

市内の

によって形

現状の

利用者数

減少する

が想定さ

今後、

編や新た

す。特に

えたバス

また、生

移動に転

いても検

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４】 人口減

の移動実態や

対応した公共

の公共交通は

形成されてお

の鉄道やバス

数が減少して

ることも想定さ

されます。 

人口減少が

たな交通システ

、北広島団地

路線の再編の

生活の移動手

転換を促進す

討することが

図 バス

減少・高齢化

やニーズに合

共交通ネットワ

は北広島駅を

おり、市街地内

路線は一定程

います。今後

され、日常生活

進む中で高齢

テムの導入の

地地区におい

の検討などが

手段として公

することが必要

必要です。 

ス路線網図 

化に対応した

合わせたバス路

ワークを形成す

交通結節点と

内の公共交通

程度充実して

後、人口減少

活における移

齢者が急増す

の検討など、生

いては人口減

が必要と考えら

共交通を維持

要であり、各地

        

凡例

平日運行頻度

5本/日未満

5本/日 - 1

10本/日 - 

15本/日 - 

30本/日以

14 

た公共交通

路線の再編や

する必要があ

として、地区に

通空白地帯は少

ていますが、公

の進行によっ

移動手段の確

することから、

生活の移動手

少と高齢化が

られます。 

持していくため

地区において都

    図 鉄

満

0本/日

15本/日

30本/日

上

通ネットワーク

や新たな交通

あります。 

によって異なる

少なくなってい

公共交通の利

ってさらに利用

確保が困難とな

市民の移動実

手段となる公

が著しいことか

め、自家用車

都市機能の誘

鉄道・バスの徒歩

クの形成 

通システムの導

る公共交通ネ

います。 

利用割合は低く

用者数の減少

なり、生活利便

実態やニーズ

共交通を維持

から、地区の移

を中心とした

誘導と併せた待

歩圏エリア（鉄道

導入など、人

ネットワークが

く、JR 北広島

少が続くと、路

便性に大きく

ズを把握し、路

持・確保する

移動実態やニ

た移動から公共

待合環境の充

道駅：800m、バ

凡例

行政

市街

DID

バス

バス

鉄道

バス

人口減少・高

が、鉄道とバス

島駅やバスの

路線や便数が

影響すること

路線バスの再

ことが必要で

ニーズを踏ま

共交通による

充実などにつ

バス停：300m） 

政区画

街化区域

D地区（H22）

ス停

ス路線

道駅徒歩圏（800m）

ス停留所徒歩圏（300m）

ス

の

が

と

再

で

ま

る

つ
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【課題５】 北広島を牽引する北広島団地地区の拠点性の向上 

市の中心的な地区として、公共施設と民有資産も含め、既存ストックの再編・活用を図るとともに、居住や

医療・福祉、商業、子育て支援などの都市機能の集積、当地区における働く場の創出、地区全体の魅力を

高めることが必要であり、北広島を牽引する北広島団地地区の拠点性を高めることが求められます。 

北広島団地地区は、市の中心的な地区として、主要な都市機能が立地しているものの、市内の中で最も人

口減少率と高齢化率が高く、市街地の低密度化がより一層進むと予測されます。 

人口減少の進行により、一定の人口集積で支えられてきた商業等の都市機能の流出が想定され、生活利

便性の低下が懸念されます。さらに、商業等の都市機能の流出によって、市街地内での働く場が減少し、さら

なる人口減少の加速化が進むことも想定されます。 

一方で、市内の公共交通は北広島駅を交通結節点として、鉄道・バスの公共交通ネットワークが形成されて

おり、日常生活における移動手段としても鉄道・バスを利用する割合は高く、交通利便性の高い地区となってい

ます。また、駅周辺には市の主要施設が立地しているため、人口減少下において誰もが都市機能を享受でき

るよう、駅周辺に医療・福祉、商業、子育て支援などの都市機能を集積し、生活利便性の充実を図ることが必

要です。 

また、築 40 年以上経過した建物が多い地区では、徐々に建物が更新されつつありますが、分散しながら建

物の更新が進んだとしても、人口減少・高齢化が進む中では市街地の低密度化が進み、生活利便性の低下、

都市基盤の維持管理にかかる一人あたりの財政的負担の増大等が懸念されます。そのため、今後の人口減

少を踏まえると、生活利便性の向上や持続的な都市経営のためには、都市機能が一定程度集積した、北広

島駅周辺エリアに地区内の高齢者の住み替えを促進するとともに、子育て世代等の居住誘導を図り、メリハリ

のある市街地の形成を行い、住む場として魅力ある市街地の形成を行うことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【北広島市総合計画（第 5 次）／平成 23 年度～平成 32 年度】 

・ＪＲ北広島駅周辺は、まちの顔として商業・交流機能等の充実を図ります。 

・ＪＲ北広島駅周辺は、広域的で多彩な交流や賑わいが生まれ、本市の活性化の中心的役割を果たすよ

う、商業・業務施設の誘導をはじめ諸機能の充実を図ります。 

・北広島団地地区が再びまちをけん引する地区になるよう、活性化を図ります。 

・多様な世代がいきいきと暮らしていけるよう、気軽に交流できる憩いの場や賑わいの創出を図ります。ま

た、ＪＲ北広島駅周辺のエルフィンパークや商業業務施設などを活用した賑わいを創出し、市全体の中

心としてまちの顔にふさわしい土地利用の推進を図ります。 

・豊かな自然環境、良好な住環境、利便性の高い交通など北広島団地の良さを高め、さまざまな世代のニ

ーズに対応した魅力ある地区をめざすため、子育て世代の定住に向けた取組や空き家対策、用途地域

の見直しなどを進めます。 

・まちの担い手として新しい住民に移り住んでもらうため、次世代の人々が住んでみたい、住みたいと魅力

を感じることができる地域づくりをめざし、リフォーム相談や住替え相談の充実、積極的なＰＲなどを進め

ます。 

【都市計画区域の整備、開発及び保全の方針／平成 22 年～平成 32 年】 

・北広島市の中心市街地を以下のとおり位置付け、北広島市の特性に応じて、行政管理機能、文化交流

機能、商業業務機能、居住機能等の集積を誘導し、各市の顔としての形成を図る。（北広島市中心市街

地：ＪＲ北広島駅周辺から北広島市役所までの一体の地区） 

【北広島市都市計画マスタープラン（改訂版）／平成 16 年～平成 32 年（平成 25 年 3 月見直し）】 

・ＪＲ北広島駅周辺は商業・文化・住宅など多様な都市機能が集積しており、交通の利便性も高いことか

ら、本市の中核的な拠点地区と位置づけます。 

【北広島団地フェニックスプロジェクト （地域再生計画 平成 28 年度～平成 32 年度）】 

・北広島団地の再生なくして、北広島の再生なし 



 

第２章
 

 

２－１

（１）まち

本市は

都市」をめ

和した豊か

どがあるま

また、「

市」をまち

目指してい

以上か

た緑豊か

 

（２）立地

中心

 

【人口減少

本市は

ると推計さ

等の生活

車しなくな

人口減

住を図るこ

ます。 

【北広島団

若者、子

市の利便

を図り、若

人口減

今まさに人

組み、その

北広島

り、北広島

章  ま

 まちづ

ちづくりの

は、昭和４５年

めざしてまちづ

かな都市」を

まちを目指して

北広島市都

ちづくりの理念

います。 

から、本計画に

な都市」をま

地適正化

心的な地区

少に対応した

は首都圏や札幌

されています

活サービス施設

なる等）、企業

減少に対応した

ことが必要で

団地地区への

子育て世代、

便性と豊かな自

若者、子育て世

減少や財政面

人口減少・高

の取組の効果

島団地地区へ

島団地地区が

まちづく

づくりの方

目標・理念

度(１９７０年度

づくりを進めて

テーマに設定

ています。 

市計画マスタ

に設定し、各

においても、「自

ちづくりの目標

計画にお

区へ居住・都

た都市づくり 

幌市への人口

。このまま人

設の撤退、公

業の廃業・撤退

た持続可能な

であり、魅力的

の重点的な誘

高齢者を北

自然環境の両

世代、高齢者

の制約がある

齢化による課

果を他の地区

居住や都市機

が再びまちの発

くりの方

方針 
念 

度)に広島町

きており、「第

定し、自然や緑

タープラン改訂

各地区の特性を

自然と創造の

標・理念に設定

ける基本コ

＜

都市機能を

～ 各世代が

口流出などに

口減少が進行

共交通利用者

退など、生活利

な都市づくりの

な住環境づく

誘導】 

広島に呼び込

両方を享受で

者が「住みたい

る中で、魅力的

課題が顕在化

に波及させ、

機能を重点的

発展をけん引

16 

方針と将

総合開発計画

第５次北広島市

緑の中に、生

訂版」では、「個

を磨きながら

の調和した豊か

定し、持続可

コンセプト

基本コンセプ

を先導的に

が住みよい魅

によって人口減

行すると、例

者の減少によ

利便性や活力

のためには、若

くりをはじめ、都

込み、人口減

できる北広島ら

い」と思える都

的な都市の形

化している北広

市全体の活

的に誘導する

する地区とし

将来の

画を策定して

市総合計画改

生き生きとした

個性あふれる

ら、人もまちも光

かな都市」と

可能な都市づく

ト 

プト＞ 

に誘導し、

力的な住環境

減少が進行し、

えば一定の人

よるサービス水

力が著しく低下

若者から高齢

都市の活力を

減少に対応して

らしいライフス

市を形成して

形成するため

広島団地地区

性化を実現す

ことで、北広島

して成長するこ

の都市構

て以来、「自然

改定版」にお

市民の生活や

る地区（まち）

光り輝く都市と

「個性あふれ

くりを進めてい

、まちの再

境づくりと都市

、今後 25 年

人口集積によ

水準の低下（J

下すると想定さ

齢者まで各世代

を創出する取

ていくためには

スタイルを展開

ていく必要があ

には、まずは

区の課題解決

することが重要

島団地地区へ

ことを目指しま

構造 

然と創造の調和

いても、「自然

や活動、躍動

が結びついた

として結ばれる

れる地区（まち

いきます。 

再生をけん

市の活力の創

年間で約 12,0

よって支えられ

JR 北広島駅

されます。 

代を北広島へ

取組を展開す

は、道都札幌

開できる都市の

あります。 

は市の中心的

決と活性化に先

要です。 

への新しい人

ます。 

和した豊かな

然と創造の調

動する産業な

た緑豊かな都

るまちづくりを

ち）が結びつい

引する 

創出 ～ 】 

00 人減少す

れてきた商業

駅の快速が停

への流入と定

る必要があり

と隣接した都

の魅力アップ

な地区であり

先導的に取り

人の流れをつく

な

調

な

都

を

い

す

業

停

定

り

都

プ

り、

り

く

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

都
市
機
能 

居
住 

【
住
住
の

【
地
都

【
災
安
形

【
人
対
ッ

課題３】 
住み替えの促
住誘導による
のある市街地

課題１】 
地区の特性に
都市機能の適

課題２】 
災害リスクに備
安心・安全な
形成 

課題４】 
人口減少・高
対応した公共
ットワークの形

札幌・新

国道 36 号

市街化区域

促進・居
メリハリ
形成 

に応じた 
適正配置 

備えた 
な市街地

【
北
牽
北
地
拠
向

高齢化に
共交通ネ
形成 

新札幌

北広

上野幌

大曲地

産

産業立地

札
市

道央自動車道

図 

図 基本

【課題５】 
北広島を 
牽引する 
北広島団 
地地区の 
拠点性の 
向上 

広島 IC

幌駅

西の里地

地区

西部地

産業立地

地

札幌と隣接した
市街地の形成

波
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基本コンセ

本コンセプトの

 
【まちづ
自然と
豊かな
 
【めざす
希望都
交流都
成長都
 
【都市
個性あ
ち）が結
かな都

JR

地区

区

た
成

豊か

北

北

波及

波及

波及

輪厚ｽﾏｰﾄIC

プト 

の考え方 

上位

づくりのテーマ
と創造の調和
な都市 

す都市像】 
都市 
都市 
都市 

づくりの理念
あふれる地区
結びついた緑

都市 

北

恵庭

苫小

北広島団
地区

かな自然・田

北広島団地地区は

市の中でも特に

課題が

都市の課題

北広島団地地区に

北広島団地地区に

及

居住・

北広島の活
自然と調和
イルを展

位・関連計画、

中

居

を

し

け

マ】 
した

】 
（ま

緑豊

産業立地

北広島駅

・千歳・新千歳

牧　方面

団地
区

東部

田園環境

は、市の中心的な

に人口減少・高齢化

が顕在化している地

題解決に向けて、先

における課題解決

における効果を他

波

都市機能を重

活力を創出し、
和した、魅力あ
展開できる拠点

関連施策 

中心的な地

居住・都市

を先導的に

し、まちの

けん引する

基本コン

国道 274 号

歳空港駅

地区

な地区であり、

化が進行する

地区

先導的に

・活性化を図る

他の地区へ波及

波及

点的に誘導

北広島らしい
あるライフスタ
点地区の形成

 

地区へ

市機能

に誘導

の再生を

る 

ンセプト 

い
タ



 

２－２

（１）将来

【５地区に

本市は

交通網の

れています

 

【北広島市

本計画

地区、交流

 

 

拠点地区

核地区 

都市の

軸線 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２ 目指す

来都市骨

に分散した都市

は、JR 千歳線

のほか、樹林地

す。 

市都市計画マ

画では、「北広

流軸（広域交

表 

区 

交流軸 

緑の軸 

すべき将

格構造 

市構造】 

線や高速道路

地や農地等に

マスタープラン

広島市都市計

交流軸・地区交

北広島市都

商業

５つ

広域 

交流軸 

市

地区

地区 

交流軸 

地

車、

整備

南北

図 北広島

将来都市

自動車道、国

に囲まれながら

ン改訂版を基

画マスタープ

交流軸）、緑の

都市計画マス

業・文化・住宅

つの地区ごとに

内の人々の交

区間の連携強

区間の人々の

、自転車での

備、充実を図

北方向に連な

島市都市計画
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市骨格構

国道、道道な

ら、それぞれ

基本とした将来

プラン改訂版」

の軸で構成す

スタープラン改

宅など多様な都

に商業・業務施

交流を支える広

強化に活用しま

の交流を促進

の円滑な移動、

り、各地区間

なる緑空間を保

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

画マスタープラ

構造 
どの広域的な

個性のある５

来都市構造】 

」における将来

するコンパクトな

改訂版における

都市機能が集

施設や文化施

広域的な交流

ます。 

進する軸線と位

、歩行者の安

の連携強化に

保全、育成して

ラン≪将来都

な交通網が市

５つの地区に分

来都市構造を

な市街地形成

る将来都市構

集積 

施設などを中心

流軸と位置づけ

位置づけ、公

全などに配慮

に活用します。

ていきます。 

都市構造≫ 

市内を横断して

分かれて市街

を基本とし、拠

成を目指します

構造 

心とする地区

け、周辺市町

公共交通の充

慮した交通・道

。 

ており、これら

街地が形成さ

拠点地区・核

す。 

の核。 

町や本市の

充実や自動

道路環境の

ら

さ

核
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（２）各拠点や軸の設定 

本計画では、「北広島市都市計画マスタープラン改訂版」における将来都市構造を基本とし、前章の人口の

集積状況、都市機能等の配置、主要な公共交通路線とアクセス性を踏まえ、コンパクトな市街地とこれらがネッ

トワークされた、持続可能な都市構造に向けて、積極的に機能誘導を図る拠点の差別化を図る観点から、次に

示すように拠点の位置づけを再整理しました。 

 

 

拠点地区 JR 北広島駅周辺 
  

核地区 北広島団地地区 

 東部地区 

 大曲地区 

 西部地区 

 西の里地区 

 
図 拠点の位置付けの再整理 

 

①拠点地区 

都市計画マスタープランにおける「拠点地区」と東部地区の「核地区」は、一体的な「拠点地区」として統合

し、今後とも商業、医療、文化、行政等の都市機能を提供する本市の中核となる拠点を形成します。 

現在立地している都市機能の流出を抑制するとともに、さらに子育て支援施設や福祉施設、観光・交流施

設などの都市機能の集積を図るとともに、若者や子育て世代、高齢者など各世代のニーズにあった居住機

能の集積も図ります。 

また、新たな都市の魅力となるパブリックスペースの整備・活用を図り、北広島の顔となる拠点を形成しま

す。 

 

②核地区 

本市を構成する市街地のうち、大曲地区、西の里地区の「核地区」においては、各地域での生活利便性を

確保するため、医療施設（診療所）、福祉施設、商業施設（食品スーパー）、子育て支援施設（保育所など）、

行政施設（支所）といった、日常的な生活サービス機能を展開する拠点を形成します。 

 

③コミュニティ形成地区 

都市計画マスタープランで位置付けられている北広島団地地区の「核地区」は、団地整備の当初から地

区全体の中核となる地区として団地センターをはじめ商業施設が立地する土地利用がなされていましたが、

人口減少や高齢化の進行、ライフスタイルの変化を受け、当地区の担う役割は変化しています。 

また、西部地区は、大型商業施設が集積する大曲地区に隣接し、商業や医療施設等の地区の生活を支

える都市機能の集積がされておらず、今後も人口減少・高齢化が進行すると考えられます。 

このため、北広島団地地区と西部地区においては、地区のコミュニティ活動や交流活動を支える会館等の

交流機能や、安心して住み続けるための福祉機能などの維持・充実を図る「コミュニティ形成地区」として位

置付けます。  

拠点地区 

核地区 

コミュニティ形成地区 

都市計画マスタープラン 立地適正化計画 



 

 

④公共

札幌

区間ネ

来にわ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共交通軸 

幌や恵庭・千歳

ネットワークを「

たり一定のサ

歳等の周辺都

「公共交通軸

サービス水準を

都市を結ぶ広

軸」として位置付

を確保する公

図 目指
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広域ネットワー

付け、「北広

公共交通を確保

指すべき将来都

クと、「拠点地

島市地域公共

保します。 

都市構造 

地区」とそれぞ

共交通網形成

ぞれの「核地区

成計画」と連

区」を結ぶ地

携を図り、将

 

地

将



 

２－３

（１）ター

まちづく

解決のため

本市で

定し、多世

を図ります

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

若
者 

子
育
て
世
代 
高
齢
者 

ターゲットの想

誘導の中心と
ターゲット

３ 誘導方

ーゲットの想

くりの方針（基

めの総合的な

では、特に「子育

世代が居住す

す。 











想定 

となる 
ト 

方針 
想定と取組

基本コンセプト

なまちづくりの

育て世代」の

する地域の形

 20 代は転

転出する傾

 一方、現在

は、居住した

（次ページ参

 本市は北海

リー世帯が

 20～45 歳

こととして、

園など保育

 65 歳以上

は増加して

ると予測され

と予測され

札幌に居

の定住を

● 

● 

● 

“北広島

幌からの

める世帯

● 

● 

● 

● 

北広島に

● 

● 

● 

● 

● 

組の方向性

）のもと、効果

展開を目指し

の誘導を中心と

形成に向けて、

図 

出超過数に占

傾向が強い。 

在札幌市に居住

たい地域として

参照） 

海道全体に比べ

多い。 

歳を対象とした

「医療環境の

育サービスの充

上の全ての年代

ている。特に、北

れる。今後大

る。 

想定

居住する 20 代

を促進する。 

若者向けの住

買い物等の

若者が活躍す

島は子育てしや

の子育て世代

帯など）を促進

ファミリー向け

買い物等の

安心して子育

子育てしなが

に住む高齢者

高齢者向けの

高齢者が安

介護予防、健

地域の交流

公共交通に
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性 

果的な施策を

します。 

としながら、地

各世代の特

ターゲット設

占める割合が高

住し、札幌市以

て北広島市が

べ持ち家割合

た市民アンケー

充実（産婦人

充実」が高い。 

代で社会減少

北広島団地地

曲地区や東部

定するターゲ

代～30 代の

住宅の確保 

生活利便性の

する場や交流

やすい”、“北

代の呼び込みと

進する。 

けの住宅の確

生活利便性の

育てができる都

がら働くことが

者が安心して住

の住宅の確保

心して住み続

健康寿命の延

・コミュニティを

よる移動手段

を展開するため

地区に居住す

特色を踏まえた

設定 

高く、大学進学

以外に居住して

21.0%と札幌市

合が高い。また

ート調査におい

人科や小児科）

が進んでいる

地区の高齢化

部地区、西部

ゲットごとの取組

学生や単身世

の確保 

流する場の形成

広島で子育て

と市内の定住

確保 

の確保 

都市機能（医

ができる環境づ

住み続けられる

保 

続けられる機能

延伸につながる

を支える機能

段の確保 

め、具体的な

する「高齢者」や

た上で、暮らし

学や就職を契機

てもよいとする

市に匹敵する

、世帯人員が

て、出産・子育

）」が最も高く、

が、高齢化の

率が高く、今後

地区において

組の方向性 

世帯の呼び込

成 

てしたい”と思

住（例えば、工

療・子育て支

づくり 

る環境を形成

能の確保（医療

る機能の確保

能の確保 

なターゲットを想

や「若者」もタ

しやすい都市

 

機に首都圏や

る 20 代、30

る高い割合とな

が多く、子どもを

育てをする上で

、次いで「保育

のスピードが速く

後も高齢者数

ても高齢者数が

込みや市内に住

思える環境をつ

業団地の事業

援等）の確保

成する。 

療・福祉・商業

保 

想定し、課題

ターゲットに想

市環境の形成

や札幌市へ

代の中で

なっている。 

をもつファミ

で期待する

育所や幼稚

く高齢者数

数が増加す

が急増する

住む若者

つくり、札

業所に勤

保 

業等） 

題

想

成



 

22 

 

【参考】 居住したい地域 （マーケティング調査結果から） 

 

若い世代が居住地に求める都市機能ニーズを把握するため、主な移住ターゲットと想定される、札幌

市内に居住している 20 代・30 代の男女（居住地の選択について「札幌市以外でもよい」又は「札幌市外

も候補になる」と考えている者）を対象にマーケティング調査を実施しました。 

本調査の結果、札幌圏のうち住んでみたい地域としては、札幌市内が合計 19.0％で、石狩市、江別市、

当別町の札幌圏北部が合計 17.0％。 全体的には札幌圏南部が合計 45.0％と多く、特に北広島市

（21.0％）は札幌市に匹敵する割合となりました。  

年代別に居住意向地域をみると、北広島市は 20 代前半と住宅取得年代である 30 代後半で多くなっ

ています。 北広島市の選択が少なくなる 20 代後半層では千歳市（26.1％）が多く、30 代前半層は札幌

市内（計 28.2％）志向が強くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 札幌圏で住んでみたい地域         表 属性別の札幌圏で住んでみたい地域 

 

 

 

 

 

 

  

≪調査概要≫ 

①調査対象 

・札幌市内に居住している 20 代・30 代の男女。 

・居住地の選択について「札幌市以外でもよい」又は「札幌市外も候補になる」と考えている者。 

・下記の割付を行い、各層とも、男女構成は概ね 50:50 としました。 

  （既婚子供あり 35 人、既婚夫婦のみ 35 人、未婚 30 人） 

②調査方法 

・インターネット調査 （調査専門機関のインターネット調査モニターを使用）。 

③調査時期 

・平成 28（2016）年 10 月下旬 

札幌市

19.0%

札幌圏北部

17.0%

札幌圏南部

45.0%

小樽市

19.0%

中央・南区

5.0%

北・東区

5.0%

白石・厚別区

3.0% 豊平・清田区

2.0%

西・手稲区

1.0%

単に札幌市内

3.0%
石狩市

3.0%

江別市

13.0%

当別町

1.0%北広島市

21.0%

恵庭市

9.0%

千歳市

15.0%

小樽市

19.0%

N=100

サ

ン

プ

ル

数

札

幌

市

内

石

狩

市

北

広

島

市

恵

庭

市

千

歳

市

江

別

市

当

別

町

小

樽

市

100 19.0 3.0 21.0 9.0 15.0 13.0 1.0 19.0

男性 50 18.0 4.0 18.0 6.0 14.0 12.0 2.0 26.0

女性 50 20.0 2.0 24.0 12.0 16.0 14.0 0.0 12.0

20～24歳 14 7.1 0.0 28.6 0.0 28.6 7.1 0.0 28.6

25～29歳 23 17.3 4.3 13.0 4.3 26.1 21.7 0.0 13.0

30～34歳 32 28.2 6.3 18.8 6.3 12.5 12.5 0.0 15.6

35～39歳 31 16.1 0.0 25.8 19.4 3.2 9.7 3.2 22.6

未婚 31 12.9 3.2 16.1 9.7 19.4 9.7 0.0 29.0

既婚 69 21.6 2.9 23.2 8.7 13.0 14.5 1.4 14.5

年

代

結

婚

(%)

全体

性

別

注）回答者は、予め「札幌市外で
の居住も可」とする層をスク
リーニングしている。
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（２）誘導方針（ストーリー） 

本計画の基本コンセプト「中心的な地区へ居住・都市機能を先導的に誘導し、まちの再生をけん引する」を実

現するため、「想定するターゲットごとの取組の方向性」を踏まえ、具体的な誘導方針（ストーリー）を、①利便性

の高い魅力ある拠点の創出、②若者・子育て世代から選ばれる魅力をもち、高齢者が安心して住み続けられる

住環境づくり、③利用者ニーズに合った公共交通ネットワークの形成、として庁内の関連部局が連携しながら、

総合的なまちづくりを展開します。 

 

 

 

 

＜誘導方針＞ 

 

①利便性の高い魅力ある拠点の創出 

 利便性の高い都市拠点の形成に向けて、子育て支援や医療、福祉、商業機能など、若者と子

育て世代、高齢者の流入や定住を促進する都市機能を誘導 

 拠点の形成に向けて、官民連携により公共施設を集約、再編 

 北広島駅周辺における賑わいのある交流拠点を形成 

 北広島駅周辺の魅力を高め、新たな人の流れの創出に向けた、エリアプロデュース・エリアマ

ネジメントを展開 

 地区のコミュニティ活動や交流活動、高齢者の福祉を支える機能の誘導 

 

②若者・子育て世代から選ばれる魅力をもち、高齢者が安心して住み続けられる住環境づくり 

 交通利便性に優れ、利便性の高い拠点地区周辺に居住を誘導 

 主に札幌から人を呼び込むため、若者、子育て世代、高齢者の多様なニーズに対応した住ま

いを供給 

 自然の豊かさを感じるゆとりある良好な住環境を維持・保全 

 北広島で住み続けることができるよう、ライフステージに応じた住み替えを促進 

 空き地や空き家、中古住宅等の不動産流通を活発化 

 居住の安全性を確保する、災害リスクを踏まえた居住を誘導 

 

③利用者ニーズに合った公共交通ネットワークの形成 

 都市間や地区間を結ぶ基幹的な公共交通ネットワークを形成 

 地域の特性と利用者ニーズに応じた公共交通の利便性を向上 

 バス等の待合環境や乗り継ぎ環境を改善 

 公共交通の利用を促進するモビリティ・マネジメントを実践 

 

図 誘導方針  
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誘導方針の展展開



 

第３章
 

 

３－１

都市機

いて講じる

図り、これ

区域の

方針や誘

誘導施

には、まち

設の充足

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

章  都

 基本

機能誘導区域

る支援措置を

れらの都市機能

の設定にあたっ

誘導方針に基づ

施設は、都市機

ちづくり方針や

状況を踏まえ

都市機能

的な考え

域は、一定のエ

を事前明示す

能を集約する

っては、子ども

づき設定しま

機能誘導区域

や誘導方針、各

えて設定します

能誘導

え方 
エリア（誘導区

することにより、

ることで、効率

もから高齢者ま

す。 

域ごとに立地

各地区の人口

す。 

図 誘導区域

誘

まちづ

人

求

施

誘
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導区域

区域）の設定と

、医療、福祉

的なサービス

まで、多世代

を誘導すべき

口特性を踏ま

域・誘導施設

誘導施設の設

づくり方針・誘

口特性 

求められる機

施設の充足状

誘導区域の設

の設定

と、誘導したい

祉、商業といっ

スの提供を図る

が住みよいと

き都市機能増

まえながら「求

設定のフロー

設定 

導方針 

能 

状況 

設定 

定 

い機能（誘導施

った民間の生活

る制度です。

と感じる都市を

増進施設を設

求められる機能

ー 

施設）、当該

活サービス施

 

を実現するた

設定するもので

能」を整理し、

該エリア内にお

施設の誘導を

め、まちづくり

です。具体的

区域内の施

 

お

を

り

的

施
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３－２ 都市機能誘導区域の設定 
（１）都市機能誘導区域設定の考え方 

①区域設定の考え方 

都市機能誘導区域は、都市機能の立地状況から医療・福祉、商業、子育てなどの都市機能や公共施設

が集積し、これらの施設間を公共交通や徒歩、自転車等で容易に回遊できるエリアを設定します。 

また、施設の立地を誘導し、都市機能の集積が可能となる、一体性を有するエリアを設定します。 

 

②区域設定における具体的な方針 

区域設定における具体的な方針は、次に示すとおりです。 

 

【都市機能誘導区域に含む区域の設定】 

●拠点の核となる施設や鉄道駅から 800m 圏内の用途地域内 

・都市機能誘導区域は、生活利便施設が集積するとともに、鉄道やバスなどの公共交通を利用して

拠点の都市機能を享受することができるエリアでもあるため、拠点の核となる施設、または鉄道駅を

区域の核として設定し、この核から徒歩圏である半径 800m 圏内の用途地域が指定されている区

域を指定します。 

●基本的に条丁目単位・街区単位で設定し、地形地物や用途に応じて設定 

・基本的に条丁目単位や街区単位で設定し、地形地物や都市計画で定めた区域（用途地域の

区域、都市施設の区域）に応じて設定します。 

●居住誘導区域との関係  

・都市機能誘導区域は、後段で設定する「居住誘導区域」の中に設定されるものであり、都市機

能誘導区域に医療・福祉、商業等の都市機能と合わせて居住の誘導を図ります。 

 

【都市機能誘導区域に含まない区域】 

●災害リスクのある区域 

・洪水浸水想定区域、土砂災害特別警戒区域・警戒区域、土砂災害危険箇所が指定されている

災害リスクのある区域は、都市機能誘導区域に含まないこととします。 

●法令・条例等により生活利便施設の建築が制限されている区域 

・工業専用地域、工業地域、特別用途地域において生活利便施設や住居等の建築が制限されて

いる区域は、都市機能誘導区域に含まないこととします。 

※ 準工業地域については都市機能誘導区域に含みます。 

●用途地域及び市街地の形成状況から都市機能を誘導するには相応しくない区域 

・住居専用地域等の指定により、閑静な戸建て住宅地が形成されているエリアなど、市街地の形成

状況等を踏まえ、生活利便施設を誘導するには相応しくない区域については、都市機能誘導区域

に含まないこととします。 
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（２）都市機能誘導区域の設定 

①各拠点が担う役割 

拠点地区、核地区、コミュニティ形成地区、それぞれの拠点が担う機能は、「広域的な都市機能」と「地域

の日常生活を支える都市機能」の２つに分けられます。 

「拠点地区」は, 本市の中核となる拠点であることから、「広域的な都市機能」と「地域の日常生活を支える

都市機能」の役割を担い、「核地区」は日常的な生活サービス機能を展開する拠点であることから「地域の日

常生活を支える都市機能」を担い、「コミュニティ形成地区」は高齢化の進む地区のコミュニティ活動や交流

活動を支える役割を身近な拠点であることから、「地域の日常生活を支える都市機能」のうち「コミュニティ活

動や交流活動を支える都市機能」の役割を担うことを目指します。 

 

 

表 拠点地区・核地区・コミュニティ形成地区が担う役割 

 
広域的な

都市機能 

地域の日常生活を支える都市機能 

 
コミュニティや交流活

動を支える機能 

拠点地区 ○ ○ ○ 

核地区 - ○ ○ 

コミュニティ形成地区 - - ○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 拠点地区・核地区・コミュニティ形成地区が担う役割 

  

国道 36号

国道 274 号

JR

北広島 IC 北広島駅

北広島団地地区

東部地区

西の里地区

大曲地区

西部地区

道央自動車道

輪厚ｽﾏｰﾄIC

上野幌駅

広域的な都市機能が担う圏域

拠点地区

コミュニティ
形成地区

日常生活を支える
都市機能が担う圏域

日常生活を支える
都市機能が担う圏域

日常生活を支える
都市機能が担う圏域

核地区

核地区

コミュニティ
形成地区



 

②区域

誘導

生をけん

誘導区

なお

設など、

が連担

の生活

コミュ

動や交

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

核地区また

都市機能の

域設定 

導区域設定の

ん引する地区

区域を設定し、

、大曲地区、

、周辺地域の

担しており、公共

活利便性を補完

ュニティ形成地

交流活動を支え

都市機能

JR 北広島

江別恵庭

園）、UR 都

コミュ

核地

たは地区内に立

の維持・充実を

考えを踏まえ

区として、広域

積極的に都

西の里地区

の日常生活を

共交通を利用

完するものと考

地区について

える都市機能

誘導区域 

島駅周辺から

線、北進通、

都市機構の住

ュニティ形成地

地区 

立地する

図る 

え、本計画の

域的な都市機

市機能を誘導

区は、核地区お

を支える都市機

用することで、

考えます。 

ては、既に立地

能の維持・充実

ら、概ね半径

、中央通に囲

住宅団地を含

図 都市

地区 

核
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まちづくり方針

機能が既に集積

導していく区域

およびその周

機能の維持

札幌市に立地

地する交流施

実を図ります。

800m の徒歩

囲まれたエリア

含めたエリアを

市機能誘導区

核地区 

針の実現に向

積する北広島

域とします。 

辺において、

・充実を図りま

地する都市機

施設や子育て

。 

歩圏を基本に

ア、さらに商業

を設定します

域の設定 

コミュニティ

核地区または

都市機能の維

向けて、北広島

島駅を中心とし

既に一定程度

ます。また、両

機能を享受す

て支援施設な

に、道道栗山北

業施設や公共

。 

都市

ィ形成地区 

は地区内に立地

維持・充実を図

島の中心であ

した拠点地区

度立地する商

両地区は札幌

することができ

など、地区のコ

北広島線と道

共施設（北広

市機能誘

まちの再生

地区として

市機能の

地する

る 

あり、まちの再

区に都市機能

商業・医療施

幌市と市街地

るため、地域

コミュニティ活

道道

広公

 

導区域 

生をけん引する

て、積極的に都

誘導を図る 

再

能

施

地

域

活

る

都



 

≪都市機能

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

能誘導区域域≫ 
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３－３ 誘導施設の設定 
（１）誘導施設設定の考え方 

①誘導施設とは 

誘導施設は、都市機能誘導区域ごとに立地を誘導すべき、都市機能増進施設（以下、誘導施設）を設定

するものであり、当該区域に必要な施設を設定します。 

都市機能増進施設とは、居住者の共同の福祉や利便性の向上を図るために必要な施設であって、都市

機能の増進に著しく寄与するもので、当該区域及び都市全体における現在の年齢別の人口構成や将来の人

口推計、施設の立地状況や配置を勘案し、必要な施設を定めます。 

また、都市機能誘導区域外において、誘導施設が立地する際には、都市再生特別措置法第 108 条の規

定より、届出が必要となることに留意して設定します。 

 

 

 

  



 

（２）求め

誘導施

各地区の

都市機能

 

≪拠点地

人口特

位置付

 

≪求めら

 

広域的な

都市機能

日常生活

を支える

都市機能

※スーパー

められる都

施設の設定にあ

の人口特性を踏

能を誘導する「

地区の人口特

性 

【地区】

北広島

5 地区

・人口（

東部地

高齢者

・人口（

・高齢者

・高齢化

け 

・今後と

・子育て

育て世

・新たな

点を形

られる機能≫

な 

能 

中心とな

賑わい

若者が

高次医

能を確

活 

る 

能 

地区住

を確保

高齢者

機能を

介護予

がる機

安心し

子育て

を形成

ーと専門店複合

都市機能の

あたっては、都

踏まえるととも

「ねらい」を設

特性・まちづくり

】 

島団地地区： 

の中で最も人

（H22→H52）：

地区： 

者が急増し、高

（H22→H52）

者数（H22→H

化率：19.4%（H

とも商業、医療

て支援施設や

世代、高齢者

な都市の魅力

形成 

 

ねらい

なる拠点として

いを創出 

が活躍する場を

医療や救急医

保 

住民の買い物等

 

者が安心して

確保 

予防、健康寿命

機能を確保 

て子育てがで

てしながら働くこ

 

合型：食品主体の

食などが複

の設定 

都市機能誘導

もに、まちづくり

定し、各地区

り方針における

人口減少・高齢

：5,499 人減少

高齢化率が 2 倍

：3,126 人減少

H52）：2,229 人

H22）→41.5%

療、文化、行政

や福祉施設、観

者など各世代の

となるパブリッ

い 

て、多様な交

を形成 

療を提供する

等の生活利便

住み続けられ

命の延伸につ

できる機能を確

ことのできる環

のスーパーマー

複合するもの。 
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導区域に求め

り方針で整理

区で求められる

る位置付け≫

齢化が進行。 

少（-33.8%） 

倍以上。 

少（-19.6%） 

人増加 

%（H52） 

政機能等の都市

観光・交流施

のニーズにあっ

ックスペースの

流、 ・交流機

・教育文

・商業機

・行政機

・教育文

る機 ・医療機

便性 ・商業機

・金融機

れる ・医療機

・高齢者

 

・居住機

つな ・高齢者

・健康機

確保 ・医療機

・子育て

環境 ・子育て

ーケットを核にして

められる機能を

理した「想定す

る機能を設定

≫ 

【人口特性を

・今後の人

市機能（商

・今後の人

市機能（商

・今後の高

る懸念があ

市機能を提供

設などの都市

った居住機能を

の整備・活用を

機能 

文化機能 

機能 

機能 

文化機能 

機能 

機能 

機能 

機能 

者福祉機能 

機能 

者福祉機能 

機能 

機能 

て支援機能 

て支援機能 

て、ドラッグストア

を設定します

するターゲットご

定しました。 

を踏まえた都市機

口減少の進行

商業等）が流

口減少の進行

商業等）が流出

齢者の増加に

ある。 

供する本市の中

市機能の集積を

を集積 

を図り、北広島

求められる機

：ホール 

：図書館（分

：スーパー

・市役所 

：大学、専修

：病院（休

命救急セ

：食品スー

：銀行、郵便

：病院・診療

：地域包括

設（通所

：サービス付

：福祉施設

：運動施設

：病院・診療

：子育て支

：保育園、

ブ、児童

ー）など 

ア、衣料品、ホー

 

す。求められる

ごとの取組の

機能の立地に関す

行により、生活

出する懸念が

行により、生活

出する懸念が

により、福祉施

中核となる地区

を図るとともに

島の顔となり、中

機能 

分館・分室は除

と専門店複合

修学校、各種

日夜間救急セ

センター、災害

ーパー、コンビニ

便局 

療所（内科） 

括支援センタ

所系、入所系）

付き高齢者向け

設（通所系） 

設、温浴施設 

療所（産婦人科

支援センター 

認定こども園

童厚生施設（

ームセンター、

る都市機能は

方向性」から

する主な課題】 

活に身近な都

が大きい。 

活に身近な都

大きい。 

施設が不足す

区 

に、若者や子

中心となる拠

除く） 

合型※ 

種学校 

センター、救

害拠点病院） 

ニ 

ー、福祉施

け住宅 

科、小児科） 

園、学童クラ

児童センタ

日用雑貨、飲

は、

ら、
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【参考】 マーケティング調査から見た求められる機能 

 

若い世代が居住地に求める都市機能ニーズ（各都市機能までの利用限界距離など）を把握するため、

実施したマーケティング調査の結果、居住地内や徒歩での利用が想定される機能として、「食品主体スー

パー」、「コンビニ」、「金融機関」があげられました。また、「徒歩、車使い分け」での利用が想定される機能

として、「ドラッグストア」「内科・産婦人科」「歯科」があげられます。 

これらの機能については、日常生活において必要な都市機能として、拠点地区に求められる機能として

位置付けます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 生活利便機能（業種）ごとの限界距離概念図  
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≪調査概要≫ 

①調査対象 

・札幌市内に居住している 20 代・30 代の男女。 

・居住地の選択について「札幌市以外でもよい」又は「札幌市外も候補になる」と考えている者。 

・下記の割付を行い、各層とも、男女構成は概ね 50:50 としました。 

  （既婚子供あり 35 人、既婚夫婦のみ 35 人、未婚 30 人） 

②調査方法 

・インターネット調査 （調査専門機関のインターネット調査モニターを使用）。 

③調査時期 

・平成 28（2016）年 10 月下旬 
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（３）誘導施設の設定 

①求められる都市機能の施設立地状況 

都市機能誘導区域において、求められる都市機能を有する施設の立地状況を整理しました。 

都市機能誘導区域には、「地域包括支援センター」、「福祉施設（入所系）」、「運動施設、温浴施設」、

「サービス付き高齢者向け住宅」が立地していませんが、北広島団地地区または東部地区内に立地していま

す。 

 

 

 

表 求められる都市機能の立地状況 

求められる都市機能 具体的な施設 

施設の立地状況 

拠点地区 

（団地・東部） 

広域的な 

都市機能 

交流機能 ホール ○ 

教育文化機能 図書館（分館・分室は除く） ○ 

大学、専修学校、各種学校 ○ 

商業機能 スーパーと専門店複合型 ○ 

医療機能 病院（休日夜間救急センター、救命救急センター、

災害拠点病院） 
○ 

行政機能 市役所 ○ 

日常生活 

を支える 

都市機能 

商業機能 食品スーパー ○ 

コンビニエンスストア ○ 

金融機能 銀行、郵便局 ○ 

医療機能 病院・診療所（内科） ○ 

病院・診療所（小児科） ○ 

病院・診療所（産科） - 

高齢者福祉機能 地域包括支援センター △ 

福祉施設（通所系） ○ 

福祉施設（入所系） △ 

健康機能 運動施設、温浴施設 △ 

居住機能 サービス付き高齢者向け住宅 △ 

子育て支援機能 子育て支援センター ○ 

保育園、認定こども園 ○ 

学童クラブ・児童厚生施設（児童センター） ○ 

 
[凡例]  ○：都市機能誘導区域に立地している  △：北広島団地地区または東部地区内に立地している 

- ：立地していない 
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②誘導施設の具体的な設定方針 

誘導施設は、北広島の魅力や求心力を高める施設と、都市機能が都市機能誘導区域外に転出すること

で、都市構造や公共交通の維持に影響を与える施設などを位置付け、都市機能誘導区域への立地を誘導

します。 

また、都市機能誘導区域内に新たな立地を誘導すべき施設、または、区域内に既に立地していて、地区

の生活利便性を確保するために維持し続けることが求められる施設について、都市機能誘導区域外への立

地の抑制を図るために設定します。 

 

 

【誘導施設の設定の視点】 

●北広島の魅力や求心力を高める施設 

・北広島の魅力や求心力を高め、拠点形成に資する施設を誘導施設に位置付けます。 

 

●都市構造に影響を与える施設 

・都市機能が都市機能誘導区域外に転出することで、都市構造や公共交通の維持に影響を

与える施設などを「誘導施設」に位置付け、都市機能誘導区域への立地を誘導します。 

・都市機能誘導区域内に立地することが望ましい施設であるものの、地域内に万遍なく立地し

ていることが望ましく、現在においても一定程度立地している施設は、誘導施設に位置付け

ません。 

・学校区単位や地域単位で設置している公共施設（小中学校、学童保育等）は誘導施設に

位置付けません。 

 

●新たに立地を誘導すべき施設 

・新たに立地を誘導すべき施設については、都市機能誘導区域内への立地を誘導するため

の施策を検討します。 

 

●今後も区域内に立地することが望ましく、機能を維持し続けることが求められる施設 

・誘導区域内に現在立地している施設で、生活利便性を支える主要な施設については、その

立地を確保し、機能を維持し続けるために誘導施設に位置付けることが考えられます。 
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③誘導施設の設定 

②誘導施設の具体的な設定方針に基づき、求められる都市機能を有する施設の立地状況を踏まえなが

ら、誘導施設の設定を行います。 

 

求められる機能 具体的な施設 
立地 

状況 
誘導施設の考え方 

広域的な 

都市機能 

交流機能 ホール 
○ 

【転出抑制】都市の文化や多様な交流を生む施設であり、都市の

求心力を高める施設でもあるため、誘導施設に位置付けます。 

教育文化 

機能 

図書館 

（分館・分室は除く） ○ 

【転出抑制】子どもからお年寄りまで、不特定多数の方が来訪し、

にぎわいや交流を生む施設であり、求心力を高める施設であるた

め、誘導施設に位置付けます。 

大学、専修学校、各種

学校 ○ 

【転出抑制】大学等は、都市の活力を生む若者が活躍する場であ

り、本市の魅力を高める施設として、大学サテライト施設も含めて、

誘導施設に位置付けます。 

商業機能 スーパーと専門店複

合型（店舗面積 5,000

㎡以上） 

○ 

【転出抑制】大規模な集客施設だと、多様な交流を生む施設とし

て都市構造への影響も考えられるため、店舗面積が 5,000 ㎡以

上の店舗について、誘導施設に位置付けます。 

医療機能 病院（休日夜間救急セ

ンター） ○ 

【転出抑制】本市に立地する唯一の救急医療機関であり、市民が

安心して生活できる医療環境を確保するため、誘導施設に位置

付けます。 

行政機能 市役所 
○ 

平成 29 年に新たに複合市庁舎を整備しており、市が保有する公

共施設であるため、誘導施設には位置付けません。 

日常生活 

を支える 

都市機能 

商業機能 食品スーパー（生鮮食

品を取り扱う店舗面積

1,000 ㎡以上の店舗） 

○ 

日常生活を送る上で、生鮮食品を取り扱う食品スーパーは必須で

すが、区域内に充足しているため、誘導施設には位置付けませ

ん。 

コンビニエンスストア 

○ 

拠点への立地に限らず、市街地内に万遍なく立地し生活利便性

を確保することが望ましく、都市構造へ大きな影響は与えると考え

にくいため、誘導施設には位置付けません。 

金融機能 銀行、郵便局 

○ 

日常生活の上で必要不可欠であり、生活利便機能としてのニーズ

も高いですが、日常的に利用する ATM は、コンビニや総合スーパ

ーでも利用可能であるため、誘導施設に位置付けません。 

医療機能 病院・診療所 

（内科） ○ 

高齢化が進む中で、身近な地域で安心して生活を送る上で医療

の確保は必要ですが、区域内及びその近隣エリアに充足している

ため、誘導施設には位置付けません。 

病院・診療所 

（小児科） ○ 

移住・定住を促進するため、子どもを安心して育てることができる

子育て環境の充実は必要ですが、区域内及びその近隣エリアに

充足しているため、誘導施設には位置付けません。 

病院・診療所 

（産科） 
- 

【新たな誘導】子どもを本市で産むことができる環境の実現に向け

て、産科は必要不可欠であるため、誘導施設に位置付けます。 

高齢者 

福祉機能 

地域包括支援センター 

△ 

介護予防や高齢者の日々の暮らしを様々な側面からサポートする

重要な施設ですが、各地域に立地しているとともに、拠点地区にお

いても近隣に立地しているため、誘導施設には位置付けません。 

福祉施設（通所系） 
○ 

高齢者が住み慣れた地域で住み続けられる環境を確保するため

必要となる施設ですが、施設利用に当たっては送迎を基本として

いることと、市街地内に万遍なく立地することが望ましく、既に拠点

内とその周辺に立地しているため、誘導施設に位置付けません。 

福祉施設（入所系） 
△ 

健康機能 運動施設、温浴施設 

△ 

高齢者などの健康増進を図り、健康寿命を延ばすことにつながる

と考えられますが、都市構造へ大きな影響は与えると考えにくいた

め、誘導施設には位置付けません。 

 

：設定した誘導施設 
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求められる機能 具体的な施設 
立地 

状況 
誘導施設の考え方 

日常生活 

を支える 

都市機能 

居住機能 サービス付き高齢者向

け住宅 △ 

拠点への立地に限らず、市街地内に立地し生活利便性を確保す

ることが望ましく、都市構造へ大きな影響は与えると考えにくいた

め、誘導施設には位置付けません。 

子育て 

支援機能 

子育て支援センター 

○ 

子育て環境の充実を図るためには必要不可欠の施設ですが、既

に立地しているとともに、市が保有する公共施設であるため、都市

機能誘導施設に位置付けません。 

保育所、認定こども園 

○ 

【転出抑制】子育て世代の定住促進を図るためには、駅周辺の公

共交通の利便性の高い区域へ誘導することが重要であることか

ら、誘導施設に位置付けます。 

学童クラブ・児童厚生

施設（児童センター） ○ 

子育て世代の定住促進を図るため、学校の近くなどに必要な施設

ですが、既に学校区や地域単位で設置していているため、誘導施

設には位置付けません。 

 

 

 

 

④誘導施設まとめ 

以上から、誘導施設をまとめると、下表のとおりとなります。 

 

施 設 定義・根拠法 

ホール 
本市における文化及び教育の振興を図るために設置された、不特定多数

の市民が利用する文化的交流の場（集会場） 

図書館 

（分館・分室は除く） 
図書館法第 2 条第 1 項 

大学 学校教育法第 1 条 

専修学校 学校教育法第 124 条 

各種学校 学校教育法第１３４条 

スーパーと専門店複合型 

（店舗面積 5,000 ㎡以上） 

食品主体のスーパーマーケットを核にして、ドラッグストア、衣料品、ホーム

センター、日用雑貨、飲食などが複合する店舗で、店舗面積は、大型小売

店舗立地法第２条の定義による。 

病院（夜間救急センター） 
地方公共団体（北広島市）が休日又は夜間における地域住民の救急患者

の医療を確保するために整備した施設 

病院および診療所（産科） 医療法第 1 条の 5 

保育所 児童福祉法第 7 条で規定される児童福祉施設 

認定こども園 
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法

律第 2 条 6 項 
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４－１

居住誘

コミュニテ

このため

しつつ、居

持運営な

居住誘

 

 

①拠点

 都市

 都市

区域

 

②生活

 区域

 医療

保さ

 

③災害

 土砂

 土地

い、

 

④都市

 都市

能誘

 

 

章  居

 基本

誘導区域は、人

ティが持続的に

め、居住誘導

居住誘導区域

などの都市経営

誘導区域は、次

点地区へのア

市機能や居住

市機能誘導区

域を設定する

活サービス機

域内の人口密

療、福祉、商業

される面積範

害等に対する

砂災害、津波

地利用の実態

居住に適した

市機能誘導

市機能誘導区

誘導区域を設

居住誘導

的な考え

人口減少の中

に確保されるよ

導区域は、市全

域内外にわた

営が効率的に

次の４つの観点

アクセス性／

住が集積してい

区域に容易に

。 

機能の持続性

密度・人口規模

業等の日常生

囲内の区域を

る安全性 

波災害、洪水等

態が、工業系用

た区域を設定

区域との関

区域と居住誘

設定し、医療・

 

導区域

え方 
中にあっても一

よう、居住を誘

全体における人

る良好な居住

に行われるよう

点から定めま

／生活利便

いる拠点とその

にアクセスでき

性 

模を維持する

生活サービス

を設定する。 

等により甚大な

用途や深刻な

定する。 

関係 

導区域は一体

福祉、商業等
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域の設定

一定のエリアに

誘導すべき区

人口や土地利

住環境を確保

う定めます。 

ます。 

便性の確保 

の周辺の区域

き、公共交通軸

ることが基本と

ス機能の持続

な被害を受け

な空き地・空

体的に指定さ

等の都市機能

定 

において人口

区域です。 

利用、交通や

保し、地域にお

域を設定する

軸上にある駅

となる。 

続的な確保が可

ける危険性が少

き家化が進行

されるものであ

能と合わせて居

を維持するこ

や財政の現状

おける公共投

。 

駅・バス停の徒

可能な人口密

少ない区域を

行している郊外

あり、居住誘導

居住の誘導を

ことにより、生活

及び将来の見

投資や公共公

徒歩圏等で構

密度・人口規

を設定する。 

外地域には該

導区域の中に

を図ります。 

活サービスや

見通しを勘案

公益施設の維

構成する

規模が確

該当しな

に都市機

や

案

維
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以上を踏まえ、居住誘導区域を設定するにあたっては、①居住をコントロールするエリアと②居住誘導を図る

べきエリアを検討し、設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 居住誘導区域設定のフロー 

 

 

 

 

 

  

居住をコントロールすべきエリア 居住誘導を図るべきエリア 

①法令の規定により居住誘導区域に含

まないエリア 

②原則、居住誘導区域に含まないエリア 

③適当ではないと判断される場合は、原

則として、居住誘導区域に含まないエ

リア 

④慎重に判断を行うべきエリア 

① 積極的に居住を誘導するエリア 

② 緩やかに居住を誘導し、人口密度

（人口規模）を維持するエリア 

③ 都市機能誘導区域を含むエリア 

居住誘導区域の設定 
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４－２ 居住誘導区域の設定 
（１）居住をコントロールすべきエリア 

居住をコントロールすべきエリアとして、次に示す４つの観点から検討します。 

 

 

①法令の規定により居住誘導区域に含まないエリア 

都市再生法第８１条第１１項、同法施行令第２２条により、市街化調整区域をはじめ、農用地区域や

保安林などの区域については居住誘導区域に含まないこととされています。 

 

②原則、居住誘導区域に含まないエリア 

災害のリスクが高く、居住の危険性がある、土砂災害特別警戒区域や災害危険区域、地すべり防止

区域、急傾斜地崩壊危険区域などについては、原則として、居住誘導区域に含まないこととされていま

す。 

 

③適当ではないと判断される場合は、原則として、居住誘導区域に含まないエリア 

土砂災害警戒区域や洪水浸水想定区域などについては、それぞれの区域の災害リスク、警戒避難

体制の整備状況、災害を防止し、又は軽減するための施設の整備状況や整備見込み等を総合的に勘

案し、居住を誘導することが適当ではないと判断される場合は、原則として、居住誘導区域に含まないこ

ととすべきエリアとされています。 

 

④慎重に判断を行うべきエリア 

工業専用地域など法令により住宅の建築が制限されている区域、特別用途地区など条例により住宅

の建築が制限されている区域、人口等の将来見通しを勘案して今後は居住の誘導を図るべきではない

と市町村が判断する区域に掲げる区域については、居住誘導区域に含めることについて、慎重に判断を

行うことが望ましいとされています。 
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表 居住をコントロールすべきエリア 

 具体的な区域 該当箇所 

①法令の規定に

より居住誘導区

域に含まないエリ

ア 

ア 市街化調整区域 
居住誘導区域

に含まない。 

イ 災害危険区域のうち、住居の用に供する建築物の建築が禁止さ

れている区域 
指定なし 

ウ 農用地区域又は農地若しくは採草放牧地の区域 指定なし 

エ 自然公園法に規定する特別地域、森林法の規定により指定され

た保安林の区域、自然環境保全法に規定する原生自然環境保

全地域若しくは特別地区又は森林法の規定により告示された保

安林予定森林の区域、保安施設地区若しくは保安施設地区に

予定された地区 

指定なし 

②原則、居住誘

導区域に含まな

いエリア 

ア 土砂災害特別警戒区域 
居住誘導区域

に含まない。 

イ 津波災害特別警戒区域 指定なし 

ウ 災害危険区域 指定なし 

エ 地すべり等防止法に規定する地すべり防止区域 指定なし 

オ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に規定する急

傾斜地崩壊危険区域 
指定なし 

③適当ではない

と判断される場

合 は 、 原 則 と し

て、居住誘導区

域に含まないエリ

ア 

ア 土砂災害警戒区域 
居住誘導区域

に含まない。 

イ 津波災害警戒区域 指定なし 

ウ 水防法に規定する浸水想定区域 

基本的に居住

誘導区域に含

まないが、地域

特 性 を 踏 ま え

て設定する。 

エ 都市洪水想定区域及び都市浸水想定区域 指定なし 

オ 土砂災害警戒区域等における基礎調査、津波浸水想定におけ

る浸水の区域及びその他の調査結果等により判明した災害の発

生のおそれのある区域 

居住誘導区域

に含まない。 

④慎重に判断を

行うべきエリア 

ア 工業専用地域、流通業務地区等、法令により住宅の建築が制限

されている区域 

居住誘導区域

に含まない。 

イ 特別用途地区、地区計画等のうち、条例により住宅の建築が制

限されている区域 

居住誘導区域

に含まない。 

ウ 過去に住宅地化を進めたものの居住の集積が実現せず、空地等

が散在している区域であって、人口等の将来見通しを勘案して今

後は居住の誘導を図るべきではないと市町村が判断する区域 

該当エリアなし 

エ 工業系用途地域が定められているものの工場の移転により空地

化が進展している区域であって、引き続き居住の誘導を図るべき

ではないと市町村が判断する区域 

該当エリアなし 
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をコントロールルすべきエリアア 
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（２）居住の誘導を図るべきエリア 

居住の誘導を図るべきエリアの設定にあたっての考え方としては、多様な都市機能が集積し、生活利便性の

高い「拠点地区」をはじめ、「拠点地区」に公共交通を利用して比較的容易にアクセスできる利便性の高いエリ

アを設定します。 

具体的なエリアは、次の通り設定することが考えられます。 

 

 JR 北広島駅から 800m 及びバス停から 300m の徒歩圏を想定し、北広島団地地区全域及び

災害リスクのあるエリアを除いた東部地区のエリアを居住誘導区域に設定します。 

 洪水や土砂災害などの災害リスクのあるエリアは、積極的に居住を誘導するエリアとしては

馴染まないため、これらのエリアは含めないこととします。 

※中央３丁目及び共栄町 1 丁目、美沢１丁目及び美沢 3 丁目の一部のエリアについては、

輪厚川の洪水浸水想定区域に含まれていますが、当該エリアは、千歳川の洪水浸水想定

区域には含まれておらず、中央 3 丁目及び共栄町 1 丁目の一部のエリアは、主に商業施

設が立地し、「都市計画マスタープラン」においても東部地区の核地区として位置付けられ

ることから都市機能誘導区域となっています。また、美沢 1 丁目及び美沢 3 丁目の一部の

エリアは、浸水ランクが 0.5m 未満のエリアが主であることから、災害時における避難体制や

情報発信手段の確保など、災害リスクを低減する対策を図った上で、居住誘導区域に含

むこととします。 

 また、徒歩圏外としても、一団の団地や公園等については、公共交通等のアクセス利便性を

勘案して設定します。 

 居住誘導区域のうち、都市機能誘導区域にも含まれるエリアについては、基本コンセプトと誘

導方針（ストーリー）の実現に向けて、積極的に居住を誘導するエリアとして考えます。 

 

 

大曲地区や西部地区、西の里地区については、今後も人口減少が進行すると予測されますが、20 年後も一

定程度の人口密度が維持されると予測され、一定程度の生活サービスやコミュニティを維持されると想定され

るため、居住誘導区域には含めないこととします。 

なお、居住誘導区域は、それ以外の区域に居住することを否定するものではありません。居住誘導区域外の

地域は、一定の開発行為や建築等行為について届出が必要となりますが、市独自のエリアとして「居住環境維

持・保全地域」を設定し、各地区の特性に応じながら、生活利便性の維持と良好な居住環境の確保を図りま

す。   
  



 

（３）居住
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居住の誘導を

に町丁目単位

域）に応じて設

居住誘導区域

住誘導区

市機能誘導

全地域 

居住環境維持

居住

地区 

を図るべきエ
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の設定 

域 

導区域 
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リアを踏まえ、
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